
○
は
、
負
担
区
分
が
、
一
般

ま
た
は
低
所
得
者
†
の
２
段
階

と
な
り
ま
す
（
表
２
）
。
低
所

得
者
と
は
、
主
た
る
生
計
維
持

者
が
区
市
町
村
民
税
非
課
税
の

方
で
す
。

○
・
○
で
　
　
○
表
示
の
一

部
負
担
金
は
費
用
の
１
割
で
、

表
２
の
一
般
の
み
の
対
象
に
な

り
ま
す
。
○
表
示
は
入
院
時
の

食
事
負
担
の
み
で
す
。

※
現
在
お
持
ち
の
各
医
療
証
お

よ
び
○
入
院
時
一
部
負
担
金
限

度
額
適
用
認
定
証
は
、
引
き
続

き
使
え
ま
す
。

※
○
の
対
象
年
齢
は
、
今
ま
で

ど
お
り
66
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の

方
で
す
。

問
合
せ

▽
国
民
健
康
保
険
…

保
険
年
金
課
ò
042
（
３
４
６
）

９
５
２
９
　
▽
老
人
保
健
、
○

…
高
齢
者
福
祉
課
医
療
係
（
市

役
所
１
階
）
ò
042
（
３
４
６
）

９
５
３
８
　
▽
○
…
障
害
者
福

祉
課
ò
042
（
３
４
６
）
９
５
４

０
　
▽
○
…
児

童
課
ò
042
（
３

４
６
）
９
５
４

４

し
た
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
お

送
り
し
ま
す
。

な
お
、
９
月
30
日
ま
で
に
70

歳
以
上
で
あ
る
方
（
昭
和
７
年

９
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）
と
65
歳
以
上
の
一
定
の
障

害
の
あ
る
方
は
、
引
き
続
き
老

人
保
健
で
医
療
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

▽
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

が
変
更

国
保
で
、
お
医
者
さ
ん
な
ど

に
か
か
る
と
き
に
支
払
う
費
用

（
一
部
負
担
金
）
は
、
表
１
の

と
お
り
、
変
更
に
な
り
ま
す
。

３
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方

は
、
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当

す
る
方
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

▽
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
が
変
更

同
じ
方
が
同
じ
月
内
に
同
じ

病
院
な
ど
で
支
払
っ
た
医
療
費

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、

超
え
た
金
額
が
あ
と
で
国
保
か

ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
そ
の
限

度
額
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
の

方
は
据
え
置
か
れ
ま
す
が
、
一

般
や
上
位
所
得
者
の
方
は
見
直

さ
れ
ま
す
。70
歳
以
上
の
方
は
、

負
担
を
軽
く
す
る
た
め
老
人
保

健
と
同
じ
限
度
額
が
新
た
に
設

定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
世
帯
内
に
国
保

の
医
療
を
受
け
る
方
が
複
数
い

る
と
き
は
、
合
算
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
（
表
２
）。

▽
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年

齢
が
75
歳
未
満
に

老
人
保
健
の
対
象
年
齢
の
引

き
上
げ
に
伴
い
、
退
職
者
医
療

制
度
の
対
象
年
齢
も
70
歳
未
満

か
ら
75
歳
未
満
に
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
70
歳
以
上

の
方
の
一
部
負
担
金
は
、
所
得

に
応
じ
て
１
割
ま
た
は
２
割
と

な
り
ま
す
。

る
方
は
２
割
と
な
り
ま
す
（
表

１
）。

※
窓
口
で
の
自
己
負
担
割
合

（
１
割
ま
た
は
２
割
）
を
明
記

し
た
新
し
い
医
療
受
給
者
証
を

９
月
下
旬
に
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
旧
医
療
受
給
者
証
は
無
効

と
な
り
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▽
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
の
限
度
額
が
変
更

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
、

新
た
に
１
か
月
の
自
己
負
担
限

度
額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
か
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な

っ
た
場
合
、
申
請
し
て
認
め
ら

れ
る
と
、
限
度
額
を
超
え
た
分

が
あ
と
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
同
じ
世
帯
内
に
老

人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
方
が

複
数
い
る
場
合
は
合
算
で
き
ま

す
（
表
２
）。

▽
老
人
保
健
の
対
象
年
齢
が
75

歳
以
上
に

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る

方
の
対
象
年
齢
が
70
歳
以
上
か

ら
、
75
歳
以
上
に
５
年
間
で
段

階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
、

今
ま
で
ど
お
り
65
歳
以
上
）。

９
月
30
日
ま
で
に
70
歳
以
上

で
あ
る
方
（
昭
和
７
年
９
月
30

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
は
引

き
続
き
老
人
保
健
で
医
療
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

※
10
月
１
日
以
降
に
70
歳
に
な

る
方
（
昭
和
７
年
10
月
１
日
以

降
に
生
ま
れ
た
方
）
は
、
75
歳

に
な
る
ま
で
、
加
入
の
医
療
保

険
で
医
療
を
受
け
ま
す
。

▽
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

が
変
更

老
人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に

か
か
っ
た
と
き
に
支
払
う
費
用

は
、
外
来
、
入
院
と
も
か
か
っ

た
費
用
の
１
割
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

Ω
小
平
の
野
菜
で
健
康
づ
く
り

と
　
き

10
月
23
日
（
水
）

午
前
９
時
15
分
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

定
　
員

36
人

内
　
容

管
理
栄
養
士
に
よ
る

Ω
痴
ほ
う
性
老
人
に
つ
い
て

と
　
き

10
月
26
日
（
土
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

と
こ
ろ

や
す
ら
ぎ
の
園
サ
U

ビ
ス
セ
ン
タ
U

（
小
川
町
１
―

４
８
５
）

費
　
用

無
料

講
　
師

中
村
豊
さ
ん
（
南
台

病
院
医
師
）

問
合
せ

や
す
ら
ぎ
の
園
ò
042

（
３
４
５
）
０
６
１
７

講
話
と
調
理
実
習

持
ち
物

健
康
手
帳
、
エ
プ
ロ

ン
、
三
角
き
ん
、
ご
飯
茶
わ
ん
、

み
そ
汁
大
さ
じ
２
杯
程
度
（
塩

分
測
定
ご
希
望
の
方
の
み
）

※
就
学
前
の
お
子
さ
ん
を
連
れ

て
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U

へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

幼
児
食
・
歯
の
健
康
に
つ
い

て
の
話
と
、
保
育
士
に
よ
る
親

子
遊
び
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

と
　
き

10
月
25
日
（
金
）

午
前
10
時
〜
11
時
15
分
（
受
付

は
９
時
45
分
〜
10
時
）

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

対
　
象

２
歳
〜
２
歳
６
か
月

の
幼
児
と
そ
の
保
護
者

定
　
員

25
組

担
　
当

管
理
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
、
保
健
師
、
保
育
士

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U

へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

離
乳
食
、
歯
の
健
康
な
ど
の

話
と
、
保
育
士
に
よ
る
親
子
遊

び
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

と
　
き

10
月
22
日
（
火
）

午
前
10
時
〜
11
時
15
分
（
受
付

は
９
時
45
分
〜
10
時
）

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

対
　
象

生
後
７
か
月
〜
８
か

月
の
乳
児
と
そ
の
保
護
者

定
　
員

30
組

担
　
当

管
理
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
、
保
健
師
、
保
育
士

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U

へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

市内の各幼稚園では、平成15年度の園児を募集しま

す。

入園案内書の配布 10月15日（火）から各幼稚園にて

願書受付 11月１日（金）から各幼稚園へ

問合せ 各幼稚園

▽
老
人
保
健
の
対
象
年
齢
の
変

更
に
よ
り
、「
高
齢
受
給
者
証
」

を
送
付

老
人
保
健
の
対
象
年
齢
が
５

年
間
で
75
歳
ま
で
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
70
歳
以
上
で
75
歳
未
満
の

老
人
保
健
に
該
当
し
な
い
方
に

は
、
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

か
ら
一
部
負
担
の
割
合
を
明
記

休日歯科応急診療医

平日準夜応急診療

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

10月６日(日) 午前9時～午後5時
10月13日(日) 午前9時～午後5時
10月14日(月・祝) 午前9時～午後5時
10月20日(日) 午前9時～午後5時

※診療受付時間は午後10時15分までです。

日　　程 診 療 時 間 と 　 こ 　 ろ 科目 所　在　地 電 話 番 号

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

 午後7時30分～
10時30分 

¡小平市医師会
平日準夜応急診療所

内・小 学園東町1－19－12
（健康センター内）

042（346）3706

東京都実施の救急診療の問合せ

相談員受付・24時間
042（521）2323東京消防庁テレホンサービス
03（5272）0303ひまわり情報センター夜間休日診療案内

午前9時～午後5時
10月６日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
10月13日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
10月14日(月・祝)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
10月20日(日)

午後5時～10時

休日応急診療医(内科内科・小児科小児科)
※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは042（346）3706へ。
小平市ホームページでもご覧になれます。

お か だ ク リ ニ ッ ク
緑　成　会　病　院
緑　成　会　病　院
古　　坂　　医　　院
鈴  の  木  台  診  療  所
仲  谷  ク  リ  ニ  ッ  ク
浦  野  内  科  医  院
花小金井北クリニック
栗  林  産  婦  人  科
真  能  ク  リ  ニ  ッ  ク
み  そ  の  診  療  所
清水小児科内科医院

花小金井３－２－５　ドミール黒澤１階
小川西町２－35－１
小川西町２－35－１
小川西町１－23－13
鈴木町１－228－１
学園東町３－３－36
小川東町１－30－９　マルメゾンビル２階
花小金井２－２－13
花小金井南町１－27－３
学園西町２－13－37　カミデビル２階
美園町１－２－16
大沼町２－729－８

0424(60)8777
042(341)3011
042(341)3011
042(341)0555
042(341)3256
042(341)5270
042(343)1322
0424(67)2477
0424(61)7215
042(342)8280
042(342)7270
042(343)2255

サニーコート小平ビル歯科医院
み  か  み  歯  科  医  院
小  池  歯  科  医  院
中  宿  歯  科  診  療  所

美園町１－16－２　サニーコート小平ビル２階
小川町２－1971　エッグビル２階
津田町２－２－３　アークハイツ
小川西町３－21－８

042(346)6990
042(345)3060
042(349)7211
042(341)7777

表１  一部負担金
９月30日まで 10月１日から

　　　　  ３割
※退職者医療制度該当者の本人
および被扶養者の入院は２割。

   外来１割、入院１割
※外来の月額上限制・診療所の
定額負担選択制あり。

70
歳
未
満

70
歳
以
上

３歳未満
の乳幼児

３歳以上
70歳未満

70歳以上

２割

　　　　   ３割
※退職者医療制度該当者の本人
および被扶養者の入院は２割。
 １割（一定以上所得者2割）
※外来の月額上限制・診療所の定
額負担選択制は廃止。

市内私立幼稚園
幼稚園名

◎小平姫百合幼稚園
◎白梅幼稚園
○小平神明幼稚園
◎丸山幼稚園
◎たかのだい幼稚園
○なおび幼稚園
○小平あおば幼稚園
◎洗心幼稚園
○小平学園幼稚園
◎小平なみき幼稚園
○小平若竹幼稚園
○小平みどり幼稚園
○りんどう幼稚園
○小平花小金井幼稚園
◎弥生台幼稚園

上水新町１－５－15
小川町１－830
小川町１－2572
小川東町１－29－21
上水本町１－21－３
上水本町４－21－１
上水南町２－８－15
学園西町２－21－９
学園東町１－２－41
仲町306－３
回田町122－３
鈴木町１－341
花小金井１－26－34
花小金井２－９－11
花小金井４－９－20

042(343)1832
042(343)1335
042(341)0938
042(341)0935
042(323)3232
042(321)4671
042(323)2727
042(341)3200
042(341)0228
042(341)3810
042(321)4072
042(342)2215
0424(62)3133
0424(61)9226
0424(73)2525

所在地 電話番号

◎…幼稚園アットホーム事業実施園(午前７時30分～幼稚園開始時間
　　および幼稚園終了時間～午後６時30分、長期休業期間中も実施)
○…預かり保育実施園(幼稚園終了時間～午後５時頃)

表２　自己負担限度額(１か月)

70
歳
未
満

70
歳
以
上

上位所得世帯
(所得が670万円
を超える世帯)

一般世帯
(課税世帯)

低所得世帯
(非課税世帯)

一　般

低
所
得
者

住民税非課
税世帯など

老齢福祉
年金受給者

121,800円＋(総医療費
－609,000円)×0.01
※70,800円

63,600円＋(総医療費
－318,000円)×0.01
※37,200円

35,400円
※24,600円

外来

3,200円
(大病院
5,300円)

入院

37,200円

24,600円

15,000円

139,800円＋(総医療費－699,000円)×0.01
※77,700円

72,300円＋(総医療費－361,500円)×0.01
※40,200円

35,400円
※24,600円

一定以上の
所得がある方

一　般

Ⅱ

Ⅰ

低
所
得
者

税
世
帯
な
ど

住
民
税
非
課

（
　
　
　
　
）

40,200円

12,000円

自己負担限度額(外来＋入院)
外来(個人ごと)

72,300円＋(総医療費
－361,500円)×0.01
※40,200円

40,200円

24,600円

15,000円
8,000円

９月30日まで 10月１日から

(注)低所得者Ⅱは、その属する世帯の世帯主および国保の世帯員全員(老人保健の場合は世帯
全員)が住民税非課税の方。低所得者Ⅰは、その属する世帯の世帯主および国保の世帯員全
員(老人保健の場合は世帯全員)が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に
属する方。※の数字は年４回以上、高額療養費の支給があった場合の自己負担限度額です。
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